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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２５年８月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 座洲 

発生日時 平成２５年２月１３日 １５時１５分ごろ 

発生場所 大分県津久見
つ く み

市津久見港 

津久見港西防波堤西灯台から真方位３１５°９６０ｍ付近 

（概位 北緯３３°０５.１′ 東経１３１°５１.４′） 

インシデント調査の経過 平成２５年３月２６日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 盛
せい

進
しん

丸、４９９トン 

 １３４８６０、井下海運株式会社 

 ７６.０８ｍ×１２.００ｍ×７.２０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳          

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４０年１２月３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年３月２３日 

  免状有効期間満了日 平成２９年３月２６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、広島県福山港で積載したＢケー

キと呼ばれる産業廃棄物約１,５００ｔの揚げ荷をするため、平成２

５年２月１３日１１時４０分ごろ、津久見港の企業岸壁（以下「本件

企業岸壁」という。）に左舷着けで係留し、揚げ荷役を開始した。 

本船は、喫水が船首約４.５ｍ、船尾約３.９ｍになった１５時１５

分ごろ、係留位置を調整するために船尾方向へ移動しようとし、ムア

リングウインチによって係留ロープを巻いたが、動かず、船長は、約

２°の左傾斜を認めたので、船底が海底に接触していることを知っ

た。 

船長は、直ちに移動を中止し、船体各所の点検及びビルジの計測を

行ったものの、異常を認めず、低潮時を１時間半ほど経過した１７時

１０分ごろに船体が浮上したので、１７時２０分ごろから揚げ荷役を

再開し、荷役終了後の翌１４日０９時３０分ごろ津久見港を出港した
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が、航行に支障はなかった。 

本船は、その後、定期検査のために造船所に入渠したが、船底等に

損傷は認められなかった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮高 約３８cm（津久見港） 

 その他の事項 

 

海図Ｗ１２２４によれば、本インシデント発生場所付近で最も浅い

水深の記載は４.２ｍ、底質は泥である。 

船長は、本件企業岸壁に着岸するのは初めてであり、本インシデン

トの発生後、代理店の担当者と打合せをした際、本件企業岸壁付近に

浅所があることを知った。 

本インシデント発生当時は、大潮であり、荷役開始前の高潮時は０

９時３５分、潮高は約１８８cm、荷役開始後の低潮時は１５時３８

分、潮高は約３７cm であった。 

本船中央部の喫水は、本インシデント発生時、左舷側約４.５ｍ、

右舷側約３.９ｍであった。 

船体が浮上した１７時１０分における潮高は約５８cmであった。 

本船に積んでいたＢケーキとは、製鉄所の高炉内で発生する煤
すす

であ

り、産業廃棄物であるが、セメントの原料として用いられる。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、津久見港内の本件企業岸壁で揚げ荷役を行うに当たり、船

長が岸壁付近の浅所の存在を把握していなかったことから、荷役中に

潮位が下がり、同浅所に座洲したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、津久見港内の本件企業岸壁で揚げ荷役

を行うに当たり、船長が岸壁付近の浅所の存在を把握していなかった

ため、荷役中に潮位が下がったことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 船長及び船舶運航会社は、本インシデント後、再発防止を検討し、

次の対策を講じることとした。 

・福山港で積載するＢケーキの上限を１,４００ｔとする。 

・福山港での積荷役時、船の傾斜防止のためのバラスト調整は行わ

ず、荷役の途中で一度離岸して着岸舷を替え、Ｂケーキを均等に

積むことにより、船体傾斜を防止する。 

・喫水を４ｍ以下とする。 

・津久見港の低潮時を確認し、接岸時間や移動する時間を調整す

る。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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・荷役を行う際には、着岸する岸壁付近における最新の水深情報を

入手し、潮位による水深の変化を考慮した上、必要な余裕水深が

確保できるようにすること。 

 


